
昭
和
30
年
３
月 

上
水
道
新
設
（
創
設
）
事

業
計
画
の
認
可
申
請

 
 

８
月 

鳥
居
松
浄
水
場
水
源
の
試
験

掘
開
始

 
 

11
月 

創
設
事
業
認
可

昭
和
31
年
５
月 

水
道
課
設
置

 
 

９
月 

創
設
事
業
着
手

 
 

12
月 

上
水
道
給
水
条
例
公
布
・

施
行（
給
水
料（
う
ち
メ
ー

タ
ー
使
用
料
含
む
）制
定
）

昭
和
32
年
１
月 

鳥
居
松
浄
水
場
施
設
一
部

完
成

 
 

４
月 

鳥
居
松
町
始
め
３
町
の
一

部
地
域
に
給
水
開
始

 
 

12
月 

高
蔵
寺
町
上
水
道
新
設
事

業
認
可
（
合
併
後
公
営
東

部
簡
易
水
道
事
業
）

昭
和
33
年
10
月 

公
営
東
部
簡
易
水
道
事
業

着
手

 
 

11
月 

公
営
西
部
簡
易
水
道
事
業

認
可

昭
和
34
年
２
月 

公
営
西
部
簡
易
水
道
事
業

着
手

昭
和
35
年
２
月 

第
１
期
拡
張
事
業
認
可

 
 

３
月 

創
設
事
業
完
了

 
 
 

公
営
東
部
簡
易
水
道
事
業

完
了

 
 
 

公
営
西
部
簡
易
水
道
事
業

完
了

 
 

４
月 

第
１
期
拡
張
事
業
着
手

昭
和
36
年
４
月 

上
水
道
給
水
条
例
を
廃
止

給水人口・総配水量
給水人口

総配水量・1人1日当たり配水量

資　

料　

編

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000
（人）

※高蔵寺水道事業を統合（平成12年4月1日）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

※高蔵寺水道事業を統合（平成12年4月1日）

昭和32 40383634 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 平成元 3 5 7 9 11 12 13 15 17（年度）

昭和32 40383634 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 平成元 3 5 7 9 11 12 13 15 17（年度）
0

50

100

150

200

250

300

350

400
（ ）（千m3）

1人1日当たり配水量（ ）

総配水量（千m3）

40



し
、
水
道
事
業
給
水
条
例

を
施
行
（
料
金
等
制
定
）

昭
和
37
年
３
月 

鳥
居
松
配
水
場
（
前
・
浄

水
場
）
完
成

 
 

４
月 

地
方
公
営
企
業
法
を
適
用

 
 

５
月 

水
道
料
金
改
定

 
 

７
月 

公
営
坂
下
地
区
広
域
簡
易

水
道
事
業
認
可

 
 

10
月 

公
営
坂
下
地
区
広
域
簡
易

水
道
事
業
着
手

 
 

12
月 

第
２
期
拡
張
事
業
認
可

昭
和
38
年
10
月 

第
２
期
拡
張
事
業
着
手

 
 

12
月 

第
３
期
拡
張
事
業
認
可

昭
和
39
年
３
月 

第
１
期
拡
張
事
業
完
了

 
 
 

公
営
坂
下
地
区
広
域
簡
易

水
道
事
業
完
了

 
 
 

水
道
料
金
改
定

 
 

６
月 

第
３
期
拡
張
事
業
着
手

昭
和
40
年
４
月 

町
屋
配
水
場
完
成

 
 

10
月 

第
３
期
拡
張
事
業
変
更
認
可

昭
和
41
年
３
月 

第
２
期
拡
張
事
業
完
了

 
 

４
月 

水
道
部
設
置
（
業
務
課
、

施
設
課
）

 
 
 

公
営
西
部
簡
易
水
道
事
業

を
市
水
道
事
業
に
統
合

 
 

８
月 

知
多
配
水
場
完
成

昭
和
42
年
６
月 

公
営
東
部
簡
易
水
道
お
よ

び
公
営
坂
下
地
区
広
域
簡

易
水
道
区
域
の
廻
間
町
を

市
水
道
事
業
に
統
合

 
 
 

廻
間
浄
水
場
完
成

昭
和
43
年
３
月 

廻
間
配
水
場
完
成

 
 

10
月 

水
道
部
に
監
理
課
設
置

昭
和
44
年
１
月 

第
４
期
拡
張
事
業
認
可

 
 

４
月 

水
道
料
金
改
定

 
 
 

第
４
期
拡
張
事
業
着
手

配水管の延長・料金体系

配水管の延長

収益的収支の推移

資 

料 

編
（km）

（百万円）

※高蔵寺水道事業を統合（平成12年4月1日）
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昭
和
45
年
３
月 

第
３
期
拡
張
事
業
完
了

 
 
 

細
野
受
水
ポ
ン
プ
場
・
細
野

配
水
場
完
成
・
県
営
愛
知
用

水
水
道
か
ら
受
水
開
始

 
 

４
月 

公
営
坂
下
地
区
広
域
簡
易
水

道
を
市
水
道
事
業
に
統
合

昭
和
46
年
３
月 

大
和
配
水
場
・
神
屋
増
圧

ポ
ン
プ
場
完
成

 
 

７
月 

桃
山
配
水
場
一
部
完
成
・

町
屋
配
水
場
を
町
屋
送
水

場
に
名
称
変
更

 
 

11
月 

東
山
配
水
場
完
成

昭
和
47
年
３
月 

第
５
期
拡
張
事
業
認
可

 
 

４
月 

第
５
期
拡
張
事
業
着
手

昭
和
48
年
３
月 

第
４
期
拡
張
事
業
完
了

 
 

５
月 

水
道
施
設
分
担
金
制
定

 
 

６
月 

第
５
期
拡
張
事
業
第
１
次

変
更
認
可

 
 

10
月 

水
道
料
金
改
定

昭
和
49
年
２
月 

県
水
受
水
ポ
ン
プ
場
完
成

 
 
 

県
営
尾
張
水
道
用
水
か
ら
受

水
開
始

 
 

４
月 

水
道
部
に
配
水
課
設
置

昭
和
50
年
３
月 

東
神
明
配
水
場
・
明
知
増

圧
ポ
ン
プ
場
完
成

 
 

９
月 

神
屋
西
配
水
場
完
成

昭
和
51
年
４
月 

水
道
料
金
改
定

 
 
 

水
道
施
設
分
担
金
改
定

 
 
 

愛
知
県
公
害
防
止
条
例

（
現
・
県
民
の
生
活
環
境
の

保
全
等
に
関
す
る
条
例
）

に
よ
り
揚
水
規
制
区
域
と

な
る

 
 

８
月 

桃
山
配
水
場
完
成

用途別水道料金 ( 単位 : 円 )

区　分 用　途
最低給水量

超過料金／月
水　量 料金／月

専　用　栓

家事用 8m3まで 200 25
営業用 20m3まで 600 30
湯屋用 200m3まで 3,000 15
官公署学校病院用 50m3まで 1,500 30
工業用 100m3まで 3,000 30
娯楽用 5m3まで 500 100
工事その他一時用 1m3まで 50 50

共　用　栓 家事用 (計量栓 ) 8m3まで 160 20

料金体系

メーター使用料金 ( 単位 : 円 )

メーター口径 料金／月

13mm 30
20mm 35
25mm 50
40mm 100
50mm 240
75mm 350

100mm 450

創設時の料金制度（昭和31年）

基本料金の推移 ( 単位 : 円 )

区分 年 昭和 55年 昭和 59年 昭和 61年 平成 9年～

一　般　用

メーター口径 基本料金 /月
13mm 650 830 930 930
20mm 750 1,080 1,230 1,230
25mm 1,100 1,800 2,100 2,100
30mm 1,600 3,000 3,500 3,500
40mm 2,800 5,400 6,400 6,400
50mm 5,000 8,000 9,500 9,500
75mm 11,000 20,000 23,800 23,800

100mm 18,000 34,000 40,500 40,500
150mm − − − 88,400
200mm − − − 125,900

湯　屋　用 − 5,000 5,000 5,000 5,000
一　時　用 − 1,600 3,500 3,500 3,500

口径別料金制度への移行（昭和55年から）

従量料金の推移 ( 単位 : 円 )

区分 年 昭和 55年 昭和 59年 昭和 61年 平成 9年～

一　般　用

メーター口径 使用水量 m3当たり料金 /月

25mm以下

11～ 20m3 70 85 95 95
21～ 30m3 95 110 125 125
31～ 40m3 120 140 160 160
41～ 50m3 140 190 190 190
51～ 100m3 160 215 215 215
101m3以上 170 − − −

30mm以上

40m3以下 120 − − −
50m3以下 − 190 190 190

41～ 100m3 150 − − −
51～ 100m3 − 215 215 215
101～ 200m3 170 220 220 220
201m3以上 190 230 230 230

湯　屋　用 − 201m3以上 25 25 25 25

一　時　用 −
11m3以上 170 − − −
全使用量 − 230 230 230
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